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ド
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第 第
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第 第第

一二

第

四

第

七

1

1.

山
梨
大
学
マ
ン
ド
リ
ン
ク
ラ
ブ
規
約

”

一
章

饉
　
　
　
　
則

条
一　
当
タ
ラ
プ
は
山
梨
大
学
マ
ン
ド
リ
ン
ク
ラ
ブ
と
称
す
る
。

（以
下
当
ク
ラ
ブ
と
称
す
る
）

条
　
当
タ
ラ
ブ
は
ま
務
局
を
山
梨
大
学
内
に
置
く
ｏ

第

二
■
　
目
　
　
　
　
　
的

条
　
当
ク
ラ
ノ
は
合
奏
活
動
を
通
し
て
合
業
技
術
の
習
編
に
努
め
る
と
と
も
に
、
情
操
を
高
め
円
満
な
人
格
を
形
成
す
る
事
を
目

的
と
す
る
。

第

〓
一
〓

活
　
　
　
　
動

条
　
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
活
動
を
行
う
。

１
、
定
期
演
実
会
　
　
　
　
２
、
奏
薇
演
奏

３
、
慰
間
演
秦
　
　
　
　
　
４
、
合
宿
そ
の
他
の
必
要
な
る
活
動

第

四

拿

ク

ラ

ブ

■

条
　
当
ク
ラ
ブ
は
、
ク
ラ
ノ
員
及
び
●
ク
ラ
ノ
員
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
る
。　
　
　
　
ヽ

条
　
″
ラ
ブ
員
は
、
本
学
学
生
で
あ
り
第
一
人
条
に
示
す
運
営
都
円
役
目
〓
言
に
於
て
、
一２
て
の
入
都
属
を
受
理
さ
れ
た
も
の
を
い

条
　
準
タ
ラ
ブ
員
は
、
本
学
在
学
中
に
当
′
ラ
ブ
‘
籍
を

，
費
ヽ
卒
業
な
い
し
そ
の
他
の
理
由
で
ク
ラ
ノ
員
で
あ
る
こ
と
が
不
可

能
と
な
つ
た
者
、
又
本
タ
ラ
ブ
に
潔
い
理
解
を
持
ち
当
タ
ラ
ブ
発
展
の
た
め
に
協
力
し
う
る
者
を
い
う
。

〓



第

八

第

九

第

¬‐

第

十

一

第

十

一

第

十

第

十

四

条
　
部
長
は
当
ク
ラ
ブ
の
す
べ
て
の
役
務
を
総
括
し
、
そ
の
責
任
を
負
う
。
副
部
長
は
部
長
を
袖
佐
し
部
長
に
事
故
あ
る
■
は
そ

の
役
務
を
代
行
す
る
。
ヨ

詢
ふ
こ
ｒ

名

に
ｏ
６

ハ
一
ユ
彗
■

，
し
を

，

一ｙ
，
，

ビ
●
“
Ｔ

，

■
計
‘

第

十

五

条
　
部
長
及
び
副
部
長
は
ク
ラ
ブ
会
で
選
挙
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
。

償
及罰
長瀦
罐
鮮
轟
剣
醐
ψ
・
メ・
こ１

第

十

六

条
　
部
長
及
び
副
部
長
を
除
い
た
運
営
部
門
役
員
は
、
＝
た
及
び
副
部
長
の
今
路
に
よ
り
選
任
さ
れ
タ
ラ
ブ
会
の
ス
任
を
も
つ
て

決
定
さ
れ
任
期
は
部
長
、
副
部
長
に
単
ず
る
。

第

十

七

条
　
部
長
は
必
要
と
認
め
た
時
他
の
役
■
を
お
く
こ
と
が
出
来
る
。

第

十

薫

役

　

員

　

会

第

十

八

条
　
役
員
会
は
次
の
通
う
と
す
る
。

ｌ
、
運
営
部
門
役
員
会

２
　
技
術
部
門
役
員
会

第

十

九

条
　
進
首
部
門
役
員
会
は
役
員
の
％
以
上
を
も
つ
て
成
立
す
る
。
但
し
を
責
任
役
員
よ
つ

一
名
以
上
の
出
席
を
必
要
と
す
る
。

第

二
十

条
　
技
術
部
門
役

昇́
言
は
正
指
■
者
　
副
指
■
者
ヽ
パ
ー
ト
■
任
者
　
部
長
、
副
部
長
よ
り
構
成
さ
れ
選
山
そ
の
他
の
主
と
し
て

観
な

か
メ
マ
満
ト
ニ
■
口
み
諄
ｔ
Ｔ
ょ

り
事
洒
の
審
議
を
行
う
ｏ

ｌ
、
経
地
報
告
　
２
、
会
計
報
告
　
３
、
新
役
員
の
逸
出
　
４
、
予
算
審
議
　
５
、
年
間
活
動
計
画
審
議
　
６
、
そ
の
他

第
二
十
三
条
　
一慟
”
ク
ラ
ブ
会
は
、
部
長
又
は
運
営
部
門
役
員
会
が
必
要
と
認
め
た
時
、
又
は
ク
ラ
ブ
員
の
％
以
上
の
要
求
が
あ
つ
た
時
に

開
く
こ
と
が
出
来
る
。

輩
二
十
四
条
　
定
例
ク
ラ
ブ
会
及
び
臨
時
ク
ラ
ブ
会
は
ク
ラ
ブ
員
の
％
以
上
の
出
席
を
も
つ
て
成
立
し
、
出
席
者
の
地
半
数
の
賛
成
を
も
つ

て
議
決
さ
れ
る
。

第
十
二
幸
　

言^
　
　
　
　
計

三

第

二

重

顧

　

　

　

円

条
　
当
ク
ラ
ブ
の
助
成
発
展
の
た
め
に
ク
ラ
フ
員
の
総
意
に
基
き
、
若
千
名
の
頑
間
を
置
く
こ
と
が
出
来
る
。
但
し
顧
間
は
運
営

面
に
関
係
し
な
い
。

第

一〈
童
　
指
　
　
揮
　
　
奢

条
　
指
揮
者
は
、
正
指
椰
者
と
副
指
揮
者
を
世
き
、
正
指
Ｈ
者
と
副
指
椰
オ
は
共
に
技
術
部
門
役
員
会
の
指
名
に
よ
リ
ク
ラ
ブ
会

で
認
め
ら
れ
た
も
の
が
な
る
。

条
　
副
指
軍
者
は
、
役
貞
改
選
時
に
ク
ラ
フ
会
の
承
認
を
得
て
正
指
ュ
者
と
な
る
。

第

ｔ

幸
　
コ
ン
サ
ー
ト
、
マ
ス
タ
ー

条
　
コ
ン
サ
ー
ト
　
マ
ス
ク
ー
は
、
ｈ
マ
ン
ド
リ
ン
の
メ
ー
ト
責
任
イ
が
こ
れ
を
兼
任
す
る
。

”

八

〓

バ

ー
ト
責

任
奢

一
条
　
メ
ー
ト
責
任
者
は
正
お
揮
者
の
指
名
に
よ
り
４

＾
ｌ
卜
の
承
認
を
も
つ
て
選
出
す
る
。

お

九

章
　
運
営
部
門
■
■

一
条
　
当
タ
ラ
ブ
は
次
の
運
■
部
門
役
員
を
置
く
。

１
　
部
長
　
一
名
　
　
２
、
副
部
長
　
二
名

（男
，

４

一
名
）

３
、
会
計
　
二
名

（男
女
４

一
名
）

４
、
言
記
　
二
名

男^
女
各

一
名
）

５
、
■
務
　
四
名



四

第
二
十
五
条
一　
当
タ
ラ
プ
の
経
費
は
次
の
も
の
を
も
つ
て
こ
れ
に
あ
て
る
。

１
、
学
友
会
及
び
自
ね
会
の
予
算
　
２
、
都
費

（月
額

一
〇
０
円
）

３
、
当
ク
ラ
ブ
の
収
益
金
　
４
、
寄
附
全

第
二
十
六
条
　
一
一
」
）
¨
向
´

力

一
日
に
始
ま
り
翌
年
十
万
三

一
日
に
終
了
す
る
。

第
＋
二
摯
　
会
計
監
〓
２
●
会
叶
監
壺
姜
員

第
二
十
七
条
　
会
計
監
査
は
△

，
計
年
度
の
終

，
に
会
計
監
査
委
員
に
よ
り
行
わ
れ
る
。

第
二
＋
八
条
　
会
計
監
査
委
員
は
、
ク
ラ
ブ
会
に
お
い
て
昇
女
‘
二
名
選
出
す
る
。
但
し
そ
の
会
計
年
度
に
お
い
て
役
員
で
あ
つ
た
も
の
Ｌ

△
ま
計
監
査
委
員
に
な
る
事
は
出
来
な
い
。

●
十

四
摯
　
藤
　
　
　
　
名

第
二
十
九
条
　
次
の
項
に
該
当
す
る
タ
ラ
ブ
員
に
つ
い
て
は
、
運
営
部
門
役
員
会
の
承
認
を
も
つ
て
退
部
勧
告
又
は
除
名
す
る
こ
と
が
出
来

）る
。

１
、
ク
ラ
ブ
員
と
し
て
著
し
く
ク
ラ
プ
の
名
誉
を
案
損
し
た
者

２
　
正
当
な
理
由
な
く
し
て
部
費
を
四
ケ
月
以
上
滞
納
し
た
者

第
十
二
章
　
改
　
　
　
　
　
正

第

〓
一
＋

条
　
こ
の
規
約
は
ク
ラ
ブ
会
に
於
て
出
席
者
の
％
以
上
の
贅
同
を
も
つ
て
改
正
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
十
六
華
　
附
　
　
　
　
　
則

第
二
十

一
条
　
こ
の
規
約
は
、
昭
和
三
九
年
四
月

一
日
よ
り
旅
行
す
る
。

第
二
十
二
条
　
こ
の
規
約
に
疑
義
が
生
し
た
場
合
、
役
員
会
が
こ
れ
を
解
釈
し
ク
ラ
ブ
会
出
席
者
の
％
以
上
の
賛
同
を
も
つ
て
解
釈
は
成
立

す
る
。

”
十
七
”
　
リ
　
コ
　
ー
　
ル

第
二
十
三
条
　
部
長
又
は
副
部
長
の
リ
コ
ー
ル
は
、
ク
ラ
ブ
員
の
％
以
上
の
連
署
を
も
つ
て
総
会
に
発
議
し
ク
ラ
ブ
員
の
％
以
上
の
賛
同
を

得
る
事
に
よ
つ
て
成
立
す
る
。

第
二
十
四
条
　
部
長
又
は
副
部
長
の
リ
コ
ー
ル
が
成
立
し
た
場
合
、
自
動
的
に
役
員
全
員
は
そ
の
任
を
解
か
れ
、
改
め
て
一
五
日
以
内
に
新

し
い
部
長
及
び
副
部
長
を
選
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ｏ

第
　
一　
条

山
梨
大
学

マ
ン
ド
リ
ン
ク
ラ
ブ
規
約
施
行
細
則

人
部
に
関
す
る
細
則

イ
、
入
部
を
希
望
す
る
者
は
所
定
の
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
載
し
爪
務
に
提
出
す
る
。

口
、
庶
務
は
入
部
希
望
者
の
氏
名
を
役
¨ヽ
公
に
報
告
し
、
役
員
会
の
承
認
を
も
つ
て
入
部
希
望
者
は
入
部
を
記
め
ら
れ
る
。

＾
、
入
部
全
は
四
〇
０
円
と
す
る
。

除
名
褪
部
に
関
す
る
細
則

イ
「
役
員
会
●
餘
“
渚
を
審
議
す
る
際
は
出
席
状
況
そ
の
他
を
詳
し
く
調
べ
快
重
に
審
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

口
、
退
部
者
は
所
定
の
用
紙
に
理
■
を
記
載
し
、
部
長
に
提
出
し
役
員
会
の
承
認
を
も
つ
て
認
め
ら
れ
る
。

演
奏
会
出
漬
者
逮
抜
に
関
す
る
細
則

普
段
の
活
動
状
況
そ
の
他
の
条
件
を
考
慮
し
て
技
術
部
門
役
員
会
が
こ
れ
を
決
定
す
る
。

体
部
及
び
欠
席
に
関
す
る
細
則

イ
、
休
都
す
る
者
は
所
定
の
用
紙
に
そ
の
理
由
を
記
載
し
庶
務
に
提
出
す
る
、
但
し
休
部
と
は
三
ケ
月
以
上
当
部
の
練
習
及

五

第
　
二
　
条

第
　
一二
　
条

第

四

条



第

五

条

第

七

条

第

条

び
活
動
に
参
加
せ
０
事
を
い
う
。

口
、
欠
席
す
る
者
は
所
定
の
月
紙
に
そ
の
理
由
を
記
載
し
庶
務
に
提
出
す
る
。

総
会
に
関
す
る
綱
則

イ
、　
一
月
定
例
総
会
は
主
と
し
て
次
の
審
議
を
行
う
。

Ａ
、
屋
過
報
告
　
Ｂ
、
会
計
薇
督
　
Ｃ
新
役
員
の
選
出
承
認

口
、
五
Ｅ
足
例
０
△
勢
は
主
■
ヽ
‘
■
６
審
諷
を
行
う
。

Ａ
、
予
算
箸
議
　
Ｂ
、
年
間
活
動
審
議

＾
、
議
長
は
出
席
者
の
■
選
に
よ
り
、
役
員
以
外
か
ら
選
出
す
る
。

役
員
の
任
務
に
関
す
る
菫
劇

イ
、
会
　
　
　
計

Ａ
、
予
算
案
を
作
成
し
■
員
会
に
は
か
る
。

Ｂ
、
部
費
の
収
受
、
饉
費
の
支
出
、
そ
の
他
当
ク
ラ
ブ
の
会
計
に
関
す
る
全
て
に
あ
た
る
。

Ｃ
、
ξ^
ゴ
摯
査
委
員
及
び
総
全
に
会
計
薇
告
を
提
出
す
る
。

口
、
書
　
　
　
記

Ａ
、
当
タ
ラ
プ
の
活
動
、
役
員
会
及
び
″
ラ
ブ
会
の
記
録

Ｂ
、
当
タ
タ
プ
の
日
誌
の
件
咸
扱
び
保
管

ハ
、
庶
　
　
　
務

Ａ
、
合
宿
、
レ
タ
リ
ユ
ー
シ
ヨ
ン
、
キ
ヤ
ン
プ
、　
ハ
イ
キ
ン
グ
等
の
計
画
及
び
実
施

Ｂ
、
都
員
簿
の
作
成
七
理

Ｃ
、
備
品
の
管
雹

一
、
パ
ー
ト
責
任
者

Ａ
、
弦
の
確
保

Ｂ
、
楽
諄
の
作
成
管
理

会
計
菫
査
及
び
会
計
監
査
委
員
に
関
す
る
細
則

イ
、
会
計
監
査
委
員
の
選
出
は
、　
■
■
だ
例
総
会
の
前
の
臨
時
都
会
に
て
行
う
ｏ

織
錆
霙
葉
電
朝
購
嗽航
設
螺
鮮
躍
録
鋼
囀る。

七


